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第１章 計画の策定に当たって 

１ 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の目的等 

本市ではこれまで、いわゆる「団塊の世代」が75歳以上の後期高齢者となる令和７年度を

見据え、第５期計画からスタートさせた「地域包括ケアシステム」の推進に取り組んできま

した。第７期計画では、「自立支援、介護予防・重度化防止の取組」、「介護保険制度の推進」、

「在宅医療・介護の連携推進」、「高齢者の住まいの安定的な確保」の４項目を重点取組事項

として取組を進めてきたところです。 

令和元年５月に公布された「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険

法等の一部を改正する法律」や、令和２年６月に公布された「地域共生社会の実現のための

社会福祉法等の一部を改正する法律」における介護保険法の改正により、地域包括ケアシス

テムの実現に向けては、更なる具体的な取組の推進が求められている状況にあります。 

このことから、本市における地域包括ケアシステムの推進を図るとともに、介護保険事業

の円滑な運営を図るため、「地域共生社会」の理念のほか、地域の状況や第７期計画で実施し

た事業の評価、今般の介護保険制度改正の趣旨等を踏まえ、「共に支え合い健康で安心して暮

らせる地域社会の実現」に向けた「苫小牧市高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画」

を策定します。 

「団塊の世代」全員が 75歳以上の後期高齢者となる 2025年、「団塊ジュニア世代」全員が

65歳以上の高齢者となり、高齢者人口のピークを迎える2040 年を見据え、本市においても、

今後更なる高齢化の進展が見込まれます。 

このような中にあっても、介護保険制度の運営を維持しながら、高齢者が可能な限り住み

慣れた地域で個々の能力に応じて自立した日常生活を続けていくことができるよう、十分な

介護サービスを確保することが重要です。また、国全体の人口減少が続くことによる人材不

足が予想される中、地域を支える人材の確保に向けた取組も重要となります。 

今後も、本計画に基づき、医療、介護、生活支援等について包括的な支援を行う「地域包

括ケアシステム」の推進を継続するとともに、自立支援・重度化防止に向けた取組等を通じ

て課題を把握しながら常に改善に努めることで、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられ

る環境づくりを進めていきます。 
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２ 計画の根拠と位置付け 

（１）法的な位置付け 

高齢者保健福祉計画は、老人福祉法第 20 条の８第１項の規定による市町村老人福祉計画

として、また、介護保険事業計画は、介護保険法第 117条第１項の規定による市町村介護保

険事業計画として策定する計画です。 

これらの計画は、老人福祉法第 20 条の８第７項及び介護保険法第 117 条第６項の規定に

より、一体の計画として策定しなければならないものであり、地域包括ケアシステムの推進

を図るためには、高齢者の保健・福祉・医療分野の連携による総合的な取組が不可欠です。 

（２）計画の位置付け 

本計画は、上位計画となる苫小牧市総合計画及び苫小牧市地域福祉計画の方向性を踏まえ

て策定した計画です。 

また、本計画と同時期に、北海道の高齢者保健福祉計画・介護保険事業（支援）計画及び

北海道医療計画が策定されることから、在宅医療・介護の充実等による地域包括ケアシステ

ムの推進が一体的に行われるよう、これらの計画との整合性の確保に努めています。 

３ 計画期間 

計画期間は、令和３年度（2021年度）から令和５年度（2023年度）までの３年間です。 

介護保険事業計画は、介護保険法第117条第１項の規定により、３年を１期として定める

こととされています。 

苫小牧市総合計画 

苫小牧市地域福祉計画 

障がい福祉計画 

障がい者計画 

健康増進計画 

福祉のまちづくり推進計画 

その他の関連計画 

北海道の計画 

北海道高齢者福祉計画 

介護保険事業（支援）計画 

北海道高齢者 

居住安定確保計画 

北海道医療計画 

苫小牧市 

高齢者保健福祉計画 

第８期介護保険事業計画

調 和

整合性

第７期計画 

（H30～R2） 第８期計画 

（R3～R5）

見直し 

（R1～R2） 

第９期計画 

（R6～R8） 

令和７年までの 

見通し 

H27 R7（2025） 

団塊世代が 

75歳以上 

（本計画） 

第６期計画 

（H27～H29） 

団塊世代が 

65歳以上 

R22（2040） 

団塊ジュニア世代が 

65歳以上 

令和22年までの 

見通し 
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４ 計画策定の方法  

（１）策定の方法 

本計画の策定に当たっては、本市における高齢者保健福祉施策及び介護保険事業の円滑か

つ適切な運営を行うため、庁内の関連部署との連携を図るよう努めています。また、関係団

体の代表者、市民代表により構成される介護保険事業等運営委員会において、計画の方向性

等に関する意見を受けています。 

（２）意向の把握 

本計画の策定に当たり、令和元年 10月から令和２年７月までの間に、市内の在宅で生活す

る高齢者や介護サービス事業所を対象として、５種類のアンケート調査を実施しました。 

（第２章 ２「アンケート調査結果の集計・分析の概要」を参照） 

（３）パブリックコメント（意見募集）の実施 

令和２年 12 月 18 日から令和３年１月 22 日までの期間、パブリックコメントを実施し

ました。 


